
「工賃水準の確保につながる企業からの発注に対する措置」

自宅

・ 就労移行支援事業の施設

・ 一般雇用への移行について
一定の実績がある就労継続
支援事業（Ｂ型）の施設

（具体的に検討しているもの）
・ 一定の工賃水準の確保を目指す
とともに、就労継続支援事業（Ａ型）
への転換に計画的に取り組むことと
している福祉施設

・ 一定の工賃水準の確保を目指す
とともに、利用者の一般雇用への
移行に計画的に取り組むこととして
いる福祉施設

障害者雇用促進法による障害者に対する企業からの発注奨励の仕組みの対象となる
福祉施設の範囲を以下のように拡大

福祉施設

範囲拡大

発注奨励の仕組みの対象となる範囲

「工賃水準の確保と一般雇用へ
の移行に取り組む福祉施設」



 

在宅就業障害者に対する支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○ 在宅就業障害者（自宅等において就業する障害者）に仕事を

発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例

調整金・特例報奨金を支給します。（①の発注のケース） 
 
○ 企業が在宅就業支援団体（在宅就業障害者に対する支援を行

う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人）を介

して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・

特例報奨金を支給します。（②の発注のケース） 
 

※ 特例調整金等の支給事務は、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金

等と同様、高齢・障害者雇用支援機構において取り扱います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録要件 
 
○在宅就業障害者に対して、就業機会の確保・

提供のほか、職業講習、就職支援等の援助を
行っている法人であること 

 
○常時 10 人以上の在宅就業障害者に対して継

続的に支援を行うこと 
 
○障害者の在宅就業に関して知識及び経験を

有する３人以上の者を置くこと（うち１人は
専任の管理者とすること） 

 
○在宅就業支援を行うために必要な施設及び

設備を有すること 
 

※ 初回の登録には登録免許税（15,000 円）の納付が
必要です。 
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